
 

医療事故情報収集等事業における報告を求める事例の範囲及びその具体例 

「医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行について（医政発第 0921001 号 平成 16 年

9 月 21 日）」より抜粋 

 

事故報告範囲 具体例 

 
１．明らかに誤った医療行為又は管理

に起因して、患者が死亡し、若しく

は患者に障害が残った事例又は濃

厚な処置若しくは治療を要した事

例。 

【医療行為にかかる事例】 

・ 異物の体内遺残 

・ 手術・検査・処置・リハビリ・麻酔等における、患者や部位の

取り違え 

・ 明らかに誤った手順での手術・検査・処置・リハビリ・麻酔等

・ 重要な徴候、症状や検査結果の見落とし又は誤認による誤診 

【医薬品・医療用具の取り扱いにかかる事例】 

・ 投薬にかかる事故（異型輸血、誤薬、過剰投与、調剤ミス等）

・ 機器の間違い又は誤用による事故 

【管理上の問題にかかる事例、その他】 

・ 明らかな管理不備による入院中の転倒・転落、感電等 

・ 入院中に発生した重要な（筋膜（Ⅲ度）・筋層（Ⅳ度）に届く）

褥瘡 

 

２．明らかに誤った医療行為又は管理

は認められないが、医療行為又は管

理上の問題（注）に起因して、患者

が死亡し、若しくは患者に障害が残

った事例又は濃厚な処置若しくは

治療を要した事例。（医療行為又は

管理上の問題に起因すると疑われ

るものを含み、当該事例の発生を予

期しなかったものに限る。） 

【医療行為にかかる事例】 

・ 手術・検査・処置・リハビリ・麻酔等にともなう予期されてい

なかった合併症 

・ リスクの低い妊産婦の死亡 

【医薬品・医療用具の取り扱いにかかる事例】 

・ 医療機器等の取り扱い等による重大な事故（人工呼吸器等） 

・ チューブ・カテーテル等の取り扱いによる重大な事故 

【管理上の問題にかかる事例、その他】 

・ 熟練度の低い者が適切な指導なく行った医療行為による事故 

・ 入院中の転倒・転落、感電、熱傷 

・ 入院中の身体抑制にともなう事故 

・ その他、原因不明で重篤な結果が生じた事例 

 

○この表は、それぞれのカテゴリーにおけるいくつかの例を示したものである。 

○（注）ここにいう「管理（管理上の問題）」では、療養環境の問題の他に医療行為を行わなかった

ことに起因するもの等も含まれる。 

 

なお、医療事故情報収集等事業で報告される事例は、死亡以外の事例も含まれている。 
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